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きりばたけ７８号でもお知らせしましたが、令和８年４月１日から不動産の

住所・氏名変更登記が義務化されます。所有者不明の土地が増加し

ている問題を解決するために多くの法律が改正されたのですが、そのうち

の一つになります。今号では、法務局が職権で住所・氏名変更登記を

してくれる制度である「検索用情報申出」について詳しくご紹介します。 

  

住所や名前が変わったら不動産

の登記をしなきゃいけなくなる

って聞いたんだけど、法務局が

代わりにやってくれる制度があ

るって本当？ 

詳しく知りたいな！ 

うん、あるよ。仕組みを簡単に言

うと、不動産を持っている人が、

あらかじめ法務局に「検索用情

報」っていうデータを登録してお

くの。そうすると、法務局が２年

に１回くらいのペースで住民票の

データをチェックして、住所等が

変わっていたら、持ち主に確認し

てから自動で登記を変えてくれる

んだ。 

司法書士 安東 

令和８年４月１日から不動産の 
住所・氏名変更登記が義務化へ 

へえ、それ便利だね！ 

その「検索用情報」って具体的に何を

登録するの？ 

５つあって、「氏名」「氏名のふ

りがな」「住所」「生年月日」「メ

ールアドレス」だよ。 

自動で登記を直すときには、ま

ず持ち主に「変更していいです

か？」って確認が必要なんだけ

ど、その確認がメールで届くん

だ。だから、本人しか使ってい

ないメールアドレスを登録して

おくのが大事だね。 

でも、メールアドレスを持っていな

いとか、ほとんど使わなくて気づか

ないかもしれない場合はどうなる

の？ 

 

そのときは最初に「メールアドレ

スなし」で申出をすればＯＫ。 

代わりに書面で確認書が送られて

くる仕組みになってるよ。 

  

  



ss 

申出に必要な書類ってあるの？ 

もし日本中に不動産をいくつも持っ

ていて、法務局の管轄が違う場合に

は、全部の法務局に申出をしないと

ダメかな？ 

なるほど！じゃあ、その申出はどうや

ってやるの？ 

  

「きりばたけ」の

バックナンバーは

ここで読めます 

いや、大丈夫。いくつか持っている

なら、そのうちどれか１つの不動産

を管轄する法務局にまとめて申出を

すればいいんだよ。 

そもそも「検索用情報」って、必ず

申出しなきゃいけないの？ 

  

それは任意だから、やらなくてもい

いよ。でも、住所や名前が変わった

ら必ず登記しなければいけなくなる

から、申出をしてない人は、自分で

法務局に変更登記を申請する必要が

あるんだ。 

２つ方法があるよ。法務局に

直接行って紙で申出する方法

と、パソコンやスマホからオ

ンラインで申出する方法だ

よ。具体的な書き方は法務省

のホームページに載ってるか

ら、それを見れば安心だよ。 

申出は１回やればずっと有効なの？ 

基本的に１つの不動産ごとに必要

なんだ。だから新しく不動産を手

に入れたら、また申出しないとい

けないよ。ただし、不動産を買っ

たときにやる「所有権移転登記」

とか、新しく建てたときに「保存

登記」と一緒に申出できるから、

そのタイミングでするといいね。 

  

基本は運転免許証やマイナンバー

カードのコピーだね。もし長い間

住所を変更してなくて、登記簿に

書いてある住所と今の住所がつな

がらない場合は、その証明になる

書類も追加で必要になることがあ

るよ。それから、不動産の登記事

項証明書を持っておくと申出書を

作るときに便利。 

  
そっか！じゃあ、申出をしておけば

登記の手間がぐっと減るし、安心だ

ね。 

そうだね。不動産を持っている人

は、これを機会に自分に合った方法

で早めに準備しておくといいよ。も

ちろん、自分でやるのが難しいとき

は、司法書士に依頼するといいね。 

  
そうだね、自分の持っている不動産

の登記上の住所氏名がどうなってい

るかをまずは調べてみるね！ 

  

  

  

↓ここから確認できるよ 


